
【平成２８年第３回定例会 総務委員会委員長報告資料】

平成２８年１０月１７日 総務委員長 浜田 昌利 

○「議案第１１７号 川崎市生活文化会館条例の一部を改正する条例の制定について」 

≪審査結果≫ 

全会一致原案可決 

○「議案第１２８号 川崎市情報公開・個人情報保護審査会委員の選任について」 

≪審査結果≫ 

全会一致同意 

○「議案第１２９号 川崎市土地利用審査会委員の選任について」 

≪主な質疑・答弁等≫ 

＊議員の親族である選任予定者を他の選任予定者と別にして議案を提出することに

ついて 

委員の選任においては、委員の構成等を含め、７人の選任予定者について一

体として審議し、判断してもらいたいと考えたことから、１つの議案として提

出したものである。 

≪審査結果≫ 

全会一致同意 

○「議案第１３３号 川崎市消費者行政推進委員会委員の選任について」 

≪審査結果≫ 

全会一致同意 

○「議案第１３４号 新川崎・創造のもり産学交流・研究開発施設（公共施設部分）

の取得について」 

○「議案第１３５号 かわさき新産業創造センターの指定管理者の指定期間の変更に

ついて」 

≪一括審査の理由≫ 

 いずれも新川崎・創造のもり産学交流・研究開発施設に関する内容であるため、

２件を一括して審査 

≪主な質疑・答弁等≫ 

＊事業用地の地代の設定方法について 

地代については、市が鑑定評価した結果を不動産評価委員会に諮り、委員会

で決定した金額を入札説明書の下限額としたところ、下限額と同額を事業者が

提案したものである。今後は事業契約の中でその金額を盛り込んでいく予定で

ある。 

＊民間事業者への建設費や運営費の補助について 

民間部分の建設費や運営費について、補助金等の交付は行わない。 



＊事業者が倒産した場合等の対応について 

事業者が倒産した場合等であっても、事業者の一存で施設を第三者へ売却す

ることは契約上できず、倒産等の場合には両者協議の上で対応する形で調整を

進めている。事業者への定期借地権の期間は５０年未満を予定しているが、期

間満了の際には無償で市に施設を譲渡する規定を定めること等を視野に入れて

調整を進めている。 

＊施設における武器等の製造に資する研究等の実施の可否について 

施設における研究内容について、関係例規に明文の規定はないが、本施設はイ

ンキュベート施設であることから、具体的な研究の内容を入居審査書類で個々に

判断していくことになる。入居条件には法令、条例及び規則等に違反するものや

違反する恐れのあるものに該当しないことが定められており、違反するものとし

て地方自治法や自治基本条例に定められた住民の福祉の増進を阻害する場合で、

例えば、安全・安心を阻害するとき等が想定されるが、研究内容としてふさわし

くないものについては、個々の具体的事案を多角的に判断していくことを考えて

いる。  

＊中小企業の活性化対策について 

市内中小企業は、地域経済を支え、本市の発展に大きく貢献しており、今後も

中小企業を支援することで、更に市が発展していくものと考えている。研究施設

等については、施設が整備され、環境が整った後の対応が重要であると考えてお

り、施設整備後、設備を活用したインキュベーション機能の充実や研究者、企業

の集結により、オープンイノベーションを活発化し、中小企業を更に支援してい

けるような拠点にしていきたいと考えている。 

＊かわさき新産業創造センターから退居した企業に対する追跡調査の実施について 

かわさき新産業創造センターは、平成１５年に設置されたものであるが、入居

した企業は通常８年間で退去することとなっており、当初に入居した企業の退去

から５年間が経過したことから、平成２７年度に、退居した企業に対して、退居

後の企業の展開等、追跡調査を実施した。 

≪意見≫ 

＊近年、市が新産業創出事業等に大きく重点を置いていることに対し、製造業等の

中小企業者から懐疑的な意見が寄せられている。施設整備はあくまでもハード面

の整備であり、そこから様々なものを結び付け、発展させていくことや、市内に

おける企業等の連携が鍵になると考える。川崎の将来にとって重要な事業である

ことを他の中小企業者からも理解できるよう努めてほしい。 

≪議案第１３４号の審査結果≫ 

全会一致原案可決 

≪議案第１３５号の審査結果≫ 

全会一致原案可決 

○「議案第１３８号 平成２８年度川崎市一般会計補正予算」 

≪主な質疑・答弁等≫ 



＊民間特別養護老人ホーム整備事業公募において応募事業者がいなかった理由につ

いて 

民間特別養護老人ホーム整備事業は、事業者が用意した土地の上に特別養護

老人ホームを建設し、市が建設費を補助する事業であるが、今年度については

事業者が適地を用意することができなかったことなどから、応募がなかったの

ではないかと考えている。今後については、市営住宅の一部等、市有地を活用

するなどの取組を行い、今年度執行できなかった分を適切に執行できるよう努

めていく考えである。 

＊町内会への防犯カメラの設置の今後の展開について 

町内会・自治会への防犯カメラの設置については、従来は県から設置者に直接

補助がされていたが、近年の市内の事件等を踏まえ、県と協調し、市からも補助

を行うこととなった。設置費のうち半分を県が負担し、残り半分の８０％を市、

２０％を事業者が負担する仕組みとなっており、市内で４０か所の設置について

予算計上しているが、県から全ての箇所の補助が受けられるかについては、今後

調整していくところである。  

＊商店街への防犯カメラの設置の補助の検討について 

商店街施設整備事業により、市内商店街には平成２７年度末で３０６台の防犯

カメラが設置されている。防犯対策事業としての補助の実施については、今後関

係局と検討していきたいと考える。 

＊民間保育所保育士確保・人材育成事業の今後の展開について 

今回の増額補正に係る補助事業については、国の補助を活用し、保育士養成施

設に通う者に対して、卒業年次に奨学金を貸し付け、その後本市の保育所等にお

いて５年間継続して勤務した場合に返還を免除するものである。本市は保育所整

備を推進しており、保育士の確保に注力しているところであり、本事業だけでな

く様々な補助金等を活用して保育士を確保したいと考えている。なお、潜在保育

士の再就職の促進に係る施策については、事業の効果を検証し、保育士等の意見

を聞きながら、今後も検討していきたいと考えている。 

＊私立幼稚園園児保育料等補助事業の今後の展開について 

国において幼児教育の無償化に向けた取組が推進されており、第二子以降にお

ける保護者の負担の軽減のため、本市においても補助事業費を増額するものであ

り、今後も国と歩調を合わせていくことになるものと考えている。 

≪意見≫ 

＊本補正予算にはマイナンバー制度に関わる経費が含まれており、市民にとって

様々な問題やリスクのある同制度には賛成できないが、市民の切実な要求である

私立幼稚園園児保育料等補助事業費、民間保育所保育士確保・人材育成事業費及

び登戸地区土地区画整理事業費等も含まれていることから、本議案には賛成であ

る。 

≪審査結果≫ 

全会一致原案可決 



○「請願第２２号 所得税法第５６条廃止の意見書を国に提出することを求める請願」 

≪請願の要旨≫ 

所得税法第５６条が早急に廃止されるよう、国に意見書の提出を求めるもの。 

≪理事者の説明要旨≫ 

我が国の所得税は、納税者自らが、税法に従って所得金額と税額を正しく計算し

て申告する申告納税制度を採用している。所得税法第５６条は、居住者と生計を一

にする配偶者、その他の親族が、居住者の経営する事業から対価の支払いを受けて

いる場合、これを事業所得等の金額の必要経費に算入しないとしており、この対価

は支払いを行った居住者の所得に含めることと規定している。

第５６条の例外規定については第５７条に定められており、第１項に一定の帳簿

等を備え、記帳を行うことによって事業と家計との分離を明確にすることができる

ことを条件としている青色申告者に限り、その事業者の事業に専従する家族に支払

った給与は必要経費に算入することが認められている。

 また、第３項には、青色申告者ではない、いわゆる白色申告者の場合は、その生

計を一にする配偶者、その他の親族で、白色申告者の経営する事業に専ら従事する

者がある場合に、その事業専従者が配偶者の場合は８６万円、配偶者以外の場合は

５０万円を限度として、その白色申告者の所得の計算上必要経費とみなすことと規

定されている。これは、労働日数等一定の外形的な基準の下に専従者を認定し、概

算的に一定金額を必要経費とみなすこととしているものである。したがって、青色

申告とは異なり、事業専従者に支払う給与の金額の実額を必要経費として認めるも

のではない。

平成２６年から全ての個人事業者に記帳義務が課せられたが、白色申告の記帳水

準は簡易なものであり、青色申告については納税者の正確な記帳慣行の醸成を奨励

する観点から、事業専従者給与の必要経費への算入が認められている。 

なお、平成２７年１２月に閣議決定された第４次男女共同参画基本計画の中で自

営業等における就業環境の整備において、商工業等の自営業における家族従業者の

実態を踏まえ、女性が家族従業者として果たしている役割が適切に評価されるよう

税制等の各種制度の在り方を検討するとの内容が示されている。 

また、女子差別撤廃条約の実施に関する進捗状況を検討するために設置された国

連女子差別撤廃委員会の機能の中に、締約国から得た情報等に基づく勧告があり、

同委員会は日本政府に対して、所得税法が自営業者や農業者の配偶者や家族に対す

る報酬を事業経費として認めていないため、女性の経済的独立を妨げる影響がある

ことを懸念するとの見解及び家族経営における女性の労働を評価し、女性の経済的

エンパワーメントを促すため、所得税法の見直しを検討することを要請するとの見

解が示された。なお、この国連女子差別撤廃委員会の見解に対して、政府は、所得

税法第５６条は性別を問わず適用されるものであり、女性の経済的な自立を損なう

ものではないとした上で、引き続き丁寧に検討していきたいと国会において答弁し

ているところである。 

≪主な質疑・答弁等≫ 

＊国連女子差別撤廃委員会の勧告等に対する市の見解について 



政府は、所得税法第５６条は性別を問わず適用されるものであり、女性の経

済的な自立を損なうものではないとしているが、国会等における指摘を受け、

丁寧に検討していきたいと答弁しているところである。市としては、国会で成

立した法律について考えを述べる立場にないが、総合的な部分においては、様々

な観点から検討されるべき課題があると考えるため、国の動向等を注視してい

きたい。 

＊家族従業者の働きを経費として認めないことに対する市の見解について 

所得税法５６条は家族従業者への支払い分を必要経費に算入しないと規定し

ているが、同法第５７条の規定により、青色申告を行った場合には経費として

認められることになっているため、合理性はあるものと考える。 

＊市内における青色申告、白色申告の申告者数について 

平成２８年度の市民税、県民税の当初課税においては、青色申告者数は約６

万７，０００人、白色申告者数は約２万６，０００人であり、約７割が青色申

告を選択している。 

＊約３割の申告者が白色申告を選択している理由について 

それぞれの事業者によって個々の事情があると考えるが、青色申告と比較す

ると白色申告の方が記帳等の手続が簡易であることから、白色申告を選択した

ことが推察される。なお、白色申告を行った事業者の中で家族事業者等の事業

専従者控除を受けている納税者の割合は、全体の３％程度と少数である。 

＊白色申告と青色申告で課税の取扱いに差異があることに対する市の見解について 

白色申告についても青色申告と同様に記帳制度が整備されているが、簡易な

記帳の制度であり、正規の簿記による帳簿の付け方ではなく、青色申告とは一

定の差異があると考える。事業者はそれぞれの制度に基づいて申告を行ってい

るが、白色申告であっても青色申告であっても正確な記帳が重要であり、市は

法律に基づいて適正な課税を行うべき立場であると考える。 

＊小規模事業者の税負担の在り方について 

中小企業活性化条例にのっとった小規模事業者の支援のための取組は重要で

あり、事業者の実態に合わせた適切な制度の改善等が必要であると考えるが、

白色申告者の中で専従者給与控除を受けている者の割合は非常に少なく、白色

申告専従者控除の部分で大きな不利益を受けているとは必ずしも言えないと考

える。

≪取り扱い≫ 

・請願の願意は、税制上の仕組みの課題というよりも、女性の働き方の課題の是正

であると考える。税制度の在り方についての検討は必要であると考えるが、所得

税法第５６条を廃止することによって課題が解決するとは一概に言えず、様々な

視点から議論をしていかなければ公平中立な税制度にならないと考える。また、

第５６条に規定される配偶者の対象は女性だけではなく、第５７条による例外規

定があることからも、国に意見書を提出する必要はないと考えるため、本請願は

不採択とすべきである。 

・国は女性が輝く社会というスローガンを掲げているが、日本の女性の地位と権利



の向上については、国際的に大きく遅れているというのが実態である。家族従業

者の多くは女性であり、所得税法第５６条があるために、女性が輝けるような社

会になっていないと考える。また、税逃れの原因は申告の仕方にあるわけではな

く、申告方法によって差別されることは不合理であると考える。第５６条は時代

錯誤の条文であるということは明らかであり、廃止に向けた全国的な流れもある

ことから、早急に廃止されるよう市議会として意見書を提出する必要があると考

えるため、本請願は採択すべきである。 

≪審査結果≫ 

賛成少数不採択


